
住民向け防災講座

阪神・淡路大震災を含むこれまでの災害の教訓か
ら、各種法令の改正や制定をはじめ、被災者生活
再建支援制度ができています。
本講座は被災後の暮らしに必要な多様な制度を学
び、災害時に備えることを目的に開催します。

高校２年生のときに、阪神・淡路大震災を経験。
東日本大震災以降、被災地での生活再建支援の活
動や津波防災を含む市民や企業向けの講演、研修
活動に従事。被災者支援制度が学べ、実際の支援
もできる「被災者再建カード」等を開発

精華町南稲八妻砂留２２－１　TEL

主催：精華町社会福祉協議会

講師

申込み先

助かった命を絶やさないために
ボードゲームで学ぼう

災害時

その人らしい

暮らしの再建

災害時

その人らしい

暮らしの再建
罹災証明から生活再建まで

永野 海 氏（弁護士/防災士）
内容

◆罹災証明から代表的な支援制度について
◆「被災者再建カード」で学ぼう
　　　 　その人にとっての生活再建

こんな制度が
あったんだ！

専用フォームもしくは電話で申込みください
※手話通訳が必要な方はお申出ください

日時

場所

令和７年　　月　　日１２２１ 日

（地域福祉センターかしのき苑敷地内）
精華町社協デイサービスセンター

参加費

無料
午前10:00～正午

　　　申込みはこちら↓

【１】小地域福祉委員会の役割について
【２】災害時その人らしい暮らしの再建

　　　精華町災害ボランティアセンター

0774-94-4573
精華町社会福祉協議会 申込期間：令和７年１１月１０日

　　　　　　　　～１２月１６日


